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第１１期山梨県分別収集促進計画（概要版） 

 

１ 計画策定の意義 

  本計画は、容器包装リサイクル法第９条の規定に基づき、各市町村が策定した

「市町村分別収集計画」をもとに、市町村における容器包装廃棄物及び製品プラ

スチックの排出見込み量と対象品目ごとの分別収集見込み量を集計するととも

に、今後における容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出抑制や分別収集の

促進に向けた推進方策を定めたものです。 

 

２ 計画の基本的方向 

① 容器包装廃棄物の発生抑制、再使用、再利用の促進 

② 県民に対する普及啓発の充実 

③ 地域の実情や特性、多様化するライフスタイルに対応した、市町村にお

ける効率的な分別収集体制の促進 

④ 再商品化製品の積極的な使用の促進 

 

３ 計画期間 

  本計画の計画期間は、令和８年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定

します。 

 

４ 対象品目 

  本計画では、容器包装リサイクル法(以下「法」という。) に基づき市町村が

分別収集を行う容器包装廃棄物１０品目及び製品プラスチック１品目の計１１

品目を対象とし、その区分は次のとおりとします。 

 

① 無色ガラス製容器、② 茶色ガラス製容器、③ その他ガラス製容器、 

④その他紙製容器包装、⑤ ペットボトル、⑥ その他プラスチック製容器包

装（ペットボトル以外）、⑦ 飲料用紙製容器（紙パック）、⑧ スチール製容

器、⑨ アルミ製容器、⑩ 段ボール ⑪ 製品プラスチック 

 

５ 市町村分別収集計画の策定状況 

  県内２７市町村の全てが市町村分別収集計画を策定しました。 

  各年度における計画品目数別の市町村数 

計画品目数／年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

１１品目 1 1 1 1 1

１０品目 17 18 18 18 18

９品目 8 7 7 7 7

８品目 1 1 1 1 1
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 第１１期市町村分別収集計画策定状況 
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６ 容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出量の見込み 

                 （単位: トン） 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

容器包装廃棄物
排出見込み量

32,865.9 32,669.2 32,378.3 32,097.8 31,816.1

 

 

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

製品プラスチック
排出見込み量

1,332.21,356.1 1,360.9 1,349.6 1,341.4

 
 

７ 分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量の見込み法第２条第６項に規

定する主務省令で定める物の量の見込み及び製品プラスチックの量の見込み 

                  （単位: トン） 
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８ 容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進に関する事項 

 

（１） 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普

及 

① プラスチックごみの発生抑制に向け、環境教育に関する教材の貸出や県

政出張講座を通じて、県民の意識の啓発と知識の普及を図ります。 

② 海洋汚染の原因の一つである河川由来のプラスチックごみ等を抑制する

ため、プラスチックと賢く付き合う取り組み（プラスチックスマート）

を県民・事業者・行政及び関係団体等が一体となって推進します。県民

が主体的に容器包装廃棄物の発生抑制に取組むよう、より効果的・効率

的な環境教育・普及啓発事業を展開していきます。 

③ 県 SNS（LINE、YouTube等）やホームページによる広報発信を推進し、ご

みの減量やリサイクルに関する情報を広く県民に提供します。 

④ 「環境学習指導者派遣事業」により、学校や地域の団体等にエコティー

チャーを派遣し、ごみ減量化、再資源化等に関する環境教育を行います。 

 

（２） 市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進 

① 市町村の分別収集の実施状況を把握するとともに、地域の実情や特性、

住民のライフスタイル等に応じた分別収集及び「プラスチックに係る資

源循環の促進等に関する法律」に基づく、プラスチック製品の一括回収

を促進するため、市町村・一部事務組合に対し、県内外の取組状況や国、

産業界の動向等の情報提供を行うとともに、市町村間の情報交換の機会

を提供します。 

② 分別収集を含め、プラスチックごみ等の排出抑制に向けた取り組みが、

県民、事業者、行政などが一体となって推進されるよう、関係主体によ

って構成されるやまなしプラスチックスマート連絡協議会で、情報共有

を図るとともに、連携して取り組みます。 

 

（３） その他の分別収集の促進に関する事項 

① 県と市町村による「一般廃棄物の減量に関する市町村研究会」で排出

抑制に向けた課題の分析や県内外の優良事例の情報共有等を実施して

いきます。 

② 県と市町村で実施する市町村・一部事務組合のごみ処理施設での「事

業系ごみの搬入検査」により、市町村や事業者のごみの削減やリサイ

クルの取り組みを支援していきます。 

 


